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（目 的） 

第1条 本規程は、学校法人SBI大学（以下、「本学」という。）寄附行為第５条に定める役

員、及び、評議員（役員と評議員を併せて「役員等」という。）の報酬等の支給に

ついて定めることを目的とする。 

 

（役員及び評議員の定義） 

第2条 前条に定める役員は、寄附行為第７条及び第２２条に基づき理事及び監事となる者

をいう。 

2． 前条に定める評議員は、寄附行為第３１条に基づき評議員となる者をいう。 

 

（報酬の種類） 

第3条 役員の報酬は月俸及び通勤手当とする。 

2． 評議員の報酬は日当とする。 

 

（決定方法） 

第4条 常勤の役員に対する報酬は、無報酬とする。ただし、役員会の決定により、当該役

員に対して報酬を支払うことができる。その場合の当該役員に対する月俸の額は２

００万円以内とし、役員会において決定する。 

2．  非常勤の役員に対する報酬は、無報酬とする。ただし、役員会の決定により、当

該役員に対して報酬を支払うことができる。その場合の当該役員に対する月俸の

額は５０万円以内とし、役員会において決定する。 

3．  役員に対する報酬の支払い及び報酬を支払う場合の役員の月俸は、第１項及び前 

項に定める額の範囲内で、当該役員の能力、経験及び業務の実態、他の法人及び民 

間企業等の水準、並びに本学の経理の状況等を考慮して、役員会において決定する。 

4．  評議員に対する報酬は、無報酬とする。ただし、役員会の決定により、当該評議 

員に対して報酬を支払うことができる。その場合の当該評議員に対する日当の額 

は2万円以内とし、役員会において決定する。 

 

（臨時緊急措置） 

第5条 業績の著しい悪化等があった場合は、役員会の決定に基づき、期間を定めて役員等

に対する報酬の減額や一部カット等の措置を講ずることができる。 

 

（通勤手当の支給） 

第6条 役員の通勤手当については定期乗車券相当の額を現金にて支給する。 
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（交通費の支給） 

第7条 評議員の交通費については実費を現金にて支給する。 

交通費については本学が運賃、時間、距離等の事情を考慮した上で、最も経済的で

あると認めた経路によるものとする。 

 

（支払日） 

第8条 役員等に対する報酬は、月払いとし当月分を翌月末日にこれを支払う。ただし、支

払日が休日に当たる場合はその前日に繰り上げて支払う。 

 

 

（役員報酬からの控除） 

第9条 役員等に対する報酬の支払いにあたり、所得税、住民税、社会保険料並びに本学の

立替金等を控除する。 

 

（期末手当の不支給） 

第10条 役員等には期末手当を支給しない。 

 

（退職手当の不支給） 

第11条 役員等には退職手当を支給しない。 

 

（旅費の支給） 

第12条 役員等が出張した場合には、当該役員等に対して旅費を支給する。 

 

（旅費規程準拠） 

第13条 出張に関する事項は旅費規程に準ずる。 

 

（規程の改廃） 

第14条 本規程の改廃は、理事会にて決定する。 

 

 

 

附  則 

 

本規程は、2007年12月31日より施行する。 

 

本規程は、2019年4月1日から一部改正施行する。 
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本規程は、2020年1月1日から一部改正施行する。 

 

本規程は、2022年1月27日から一部改定施行する。 

 

本規程は、2025年4月1日から一部改定施行する。 

 

本規程は、2025年9月25日から一部改定施行する。 

 

本規程は、2026年6月3日から一部改定施行する。 

 


